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開会 午前１１時２２分 

 

○書記（小澤裕一君） 改めまして、こんにちは。 

  本会議からに引き続いてのご参集、大変お疲れさまです。 

  それでは、これより山梨県緑化センター跡地活用特別委員会を開会いたします。 

  本日の委員会は、本会議で委員会付託されました議案の審査を行います。 

  初めに、委員長よりご挨拶いただき、引き続き、委員長の進行により議事を進めてまいり

ます。 

  それでは、赤澤委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 改めまして、ご苦労さまでございます。 

  先ほど、事務局からの説明あったとおり、本会議で付託されました補正予算の件でござい

ます。 

  どうか慎重審議していただきますようよろしくお願いいたしまして、挨拶に変えます。 

  ただいまの出席議員は11名です。定足数に達しておりますので、これより山梨県緑化セ

ンター跡地活用特別委員会を開会いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（赤澤 厚君） 本日の会議を開きます。 

  本日の委員会は、先ほど定例会で付託されました議案の審査を行います。 

  審査については一問一答方式で簡潔に質問され、また、当局の答弁もわかりやすく説明を

していただきたいと思います。 

  なお、本日は委員外議員の傍聴を許可しておりますので、ご承知おきください。 

  質問は、委員の質疑を受けた後の傍聴議員の質疑を受けたいと思います。傍聴議員の質問

は、さきの申し合わせのとおり、会派の割り当て人数により行います。質問は１問とし、再

質問は１回までといたします。 

  念のために人数を申し上げます。甲斐市民クラブ２名、創政甲斐クラブ２名、新政会１名、

公明党１名、颯新クラブ１名、日本共産党甲斐市議団１名となります。 

  審査に入る前にお諮りいたします。本日は円滑な審査を行うために、お手元に配付した議

案審査日程により審査を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（赤澤 厚君） 異議なしと認め、そのようにいたします。 

  それでは、補正予算審査を行います。 

  議案第65号 平成30年度甲斐市一般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  審査に入る前にお諮りをいたします。補正予算の内容であり、ある程度まとめて説明を受

け、質疑を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（赤澤 厚君） それでは、そのようにいたします。 

  秘書政策課より第２款総務費、第１項総務管理費及び債務負担行為について一括で説明を

お願いいたします。 

  丸山秘書政策課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） お疲れさまでございます。 

  それでは、秘書政策課から12月の補正予算につきまして、ご説明を申し上げます。 

  補正予算書説明書の10ページ、11ページをお願いいたします。 

  この補正内容につきましては、ご説明させていただきます。 

  予算科目２款総務費、１項総務管理費、５目企画費、説明欄の16地方創生事業でありま

すが、291万1,000円の増額補正をさせていただくものであります。財源内訳は一般財源と

なります。 

  内容につきましては、山梨県緑化センター跡地活用につきましては、平成29年度内閣府

の補助事業としてＰＰＰ、ＰＦＩ導入可能性調査業務において、整備運営手法の比較検討、

基本計画の策定、バリュー・フォー・マネーの算定などを行い、地元自治会を初め、市民の

皆様から意見をいただく中で、ＰＰＰ、ＰＦＩ事業とする検討を行いながら、基本コンセプ

トをフラワーパークアンドミュージアムとして事業の推進を図ってまいりました。 

  今後、官民連携によるＰＰＰ、ＰＦＩ事業の実施に向けまして、調査検討結果をもとに山

梨県緑化センター跡地活用の事業概要の検討、実施方針の策定を初め、バリュー・フォー・

マネーの再精査、事業者の募集及び選定から契約などに必要な募集要項、要求水準書を初め、

関係資料の作成をいたします。 

  つきましては、これらの業務の検討には特殊な業務であることから、金融、法務、技術等

の専門知識が必要となりますので、事業化支援アドバイザリー業務委託などの予算を今回増

額補正をお願いするものであります。 
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  また、本業務はおおむね１年６カ月ほどの業務期間がかかりますので、後ほどご説明申し

上げますが、債務負担行為の補正をお願いし、事業執行を予定するものでございます。 

  なお、業務計画は本年度に募集要項、要求水準書の作成準備、民間事業者との意向調査な

どの支援業務、平成31年度には事業条件の設定、募集要項、要求水準書の作成、入札業務

などの支援業務を行います。最終年度の32年度には契約支援業務の事務執行を予定するも

のでございます。 

  次に、債務負担行為の補正につきましてご説明させていただきます。 

  補正予算説明書22ページをお願いいたします。議案書につきましては23ページとなりま

す。 

  債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度までの支出額、また

支出額の見込み及び平成32年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。 

  事項として、山梨県緑化センター跡地活用事業に係る事業化支援アドバイザリー業務委託

でございます。 

  限度額につきましては1,804万円、平成30年度以降の期間及び支出予定額につきましては、

期間は平成31年４月１日から平成32年９月30日までの間でございます。金額は限度額同じ

1,804万円でございます。財源内訳については一般財源となります。 

  以上で補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対する委員の質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） この件については、前回の11月９日の日に、私、残念ながら欠席し

ていまして、後、議事録をいろいろ読んでみたんですけれども、各委員からいろいろなご意

見がいっぱい出ていますが、部長のご答弁の中に、もう既に十分練られてきて、今さらいろ

いろ言われてもどうのこうのというふうに報告書になっていますけれども、そのような発言

だったですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３０分 
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再開 午前１１時４３分 

 

○委員長（赤澤 厚君） 委員会を再開いたします。 

  先ほどの説明に対して質疑があったら、よろしくお願いします。 

  質疑ございますか。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） すみません、また議事録が関係してくるんですけれども、11月21日

に総務教育常任委員会で補正予算の説明をしているときに、丸山課長が、ちょっとそこだけ

の部分で申しわけないんですけれども、「先般の山梨県緑化センター跡地活用特別委員会に

おいてご承認いただきました緑化センター跡地活用につきましては」と、ご承認と書いてあ

るんです。僕もそのときに傍聴でいたので、承認というふうに聞こえたんですが、これ万が

一、間違っていたら何も言えないので、議事録が出てから言おうと思っていたんですけれど

も、この「ご承認」というのは何をもって「ご承認」という言葉が出たのか。 

〔「理解をいただいたということで訂正にしておけば」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 私は先ほど赤澤委員長からありましたとおり、委員会の中に

おいて、各委員さんから一言、一言のコメントをいただく中で、次のステップへ踏み込める

ということを理解したので、ご承認という言葉を使わせていただきました。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） その承認という言葉は、議会、委員会で決をとったわけではないです

よね。承認という言葉は果たして正しいのかどうか。それが、僕は疑問なんですが、いかが

ですか。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（赤澤 厚君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４５分 

 

再開 午前１１時４６分 
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○委員長（赤澤 厚君） 会議を再開します。 

  丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 一応前回の特別委員会で、委員の皆様がご理解いただいたと

いうことで、私は承認という言葉を使わせていただきました。その承認という言葉が不適切

ということであれば、訂正させていただきます。一応、前回の特別委員会において皆様から

意見をいただきながら、事業の推進についてご理解をいただいたということで、よろしくお

願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） ぜひ、よろしくお願いします。 

  すみません、こっちの補正のほうに戻りますけれども、私は先日もお話ししましたけれど

も、今回に関しては拙速であると思っております。 

  先日、ＰＰＰ、ＰＦＩの研修において、ＰＦＩを進めるに当たり、基本の部分である事業

を前提とした市民にとって、真に必要なものかどうか、それを確認しなければならないとい

うことがありました。基本方針、コンセプトにおいては、市民の皆さんともっと協議するべ

きでありますし、参画した中でここはもっと丁寧に、時間をかけたほうがいいのではないか

と考えるんですが、その点、いかがでしょうか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 横山委員さんのほうから拙速であるという言葉をいただいて

いますけれども、拙速というもの自体はできが悪い、早い仕上がりだという意味だと思いま

す。お伝えしてききたいのは、拙速に過ぎるということで、もう少し考えたほうがいいんじ

ゃないかということでいいんですか、まず。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） 市民の皆さんの意見をちゃんと聞いてくださいということを、私は６

月の定例議会でも一般質問で、市民ワークショップを開いたりとか、そういった部分で本当

に市民が求めているもの、そして市民にそれによって、市民が本当に還元できるものをちゃ

んとみんなで考えてつくっていきましょうということを提言させていただいておりますので、

そういった中で、ここの基本コンセプトを、一番かなめの部分であるんで、ここの部分をこ

んなに簡単に済ますというのは、僕はちょっと納得いかないんです。そういうところです。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 市民のこういう聞くというものについては、これまで住民説
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明会におきましても市民の意見は組み入れると、お話はちゃんと聞きますということは、住

民の前で説明させていただいています。あわせて、今年度から実施するアドバイザリー業務

において、できるだけ市民の意見を反映するような形で、今後、策定いたします実施方針や

施設の運営方法などにつきましても、市民の意見を反映できるよう、今回補正でお願いする

業務の中で検討していくということで、先般も説明させていただきます。 

  ついては、市といたしましては、市民の意見を聞かないということではなくて、今後引き

続き、特別委員会を含め、市民の意見を聞きながら今回の事業に反映させていきたいと思い

ますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員、できるだけ簡潔に質問をお願いしたいと思います。お願

いします。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） だから、市民のご意見をいただいてと言って、基本方針だったりコン

セプトというのは、そもそも市民の皆さんに賛同を得られているのかどうか、そこをちゃん

と調べているのかどうか、裏づけがあるのかどうか、どうでしょうか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 今回の事業につきましては、山梨県緑化センター跡地が閉鎖

するという中で、地元の方から緑化センターの存続という中の事業展開で始まっております。

市といたしましては、新たに県から今の跡地の継承という中で、アイデア等を市民からまず

いただきました。その後についても、議会を初め、先日の住民説明会ですか、地元説明会に

おいても説明を行い、意見を受けた中で今回の基本コンセプト等のものを策定したところで

あります。引き続き、今後行いますアドバイザリー業務において、どの場面で市民が参画で

きるのかということも踏まえて検討してまいりますので、よろしくお願いするとともに、市

とすれば市民の意見は聞きながら事業の展開を図っていきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（赤澤 厚君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） だから、コンセプトのところをちゃんと市民と話してくださいと言っ

ているんです。僕は別に活用について全てを反対しているわけじゃなくて、ちゃんと市民の

ご意見を聞いた中で、コンセプトを、基本方針を決めるべきだと言っているんです。それを

乗り越えちゃって、それをそのコンセプトで話したら、市民の方が、フラワーアンドミュー

ジアムにそもそも異を唱えている方々が言ったって、それは変わらないですよね、基本方針
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としてもう決まっているということは。だから、その前の段階でこの議会、委員会において

も、そういった話、市民がどういうふうに考えているんだということの話し合いもない中で、

このまま補正でといくのは、僕は拙速だと言っているんです。だから、ちゃんとコンセプト

の決める前に、そこをまずは話し合うべきなんじゃないですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 我々につきましては、まず初めに、市民のアイデアからをも

とにいろんな形で周知をさせていただいた中で、基本コンセプトというものを策定し、皆様

のほうに説明を上げてご理解いただいたと思っております。 

  賛否両論あると思います。今回、市民からいただいたアイデアをもとに説明をしたときに

は、よいアイデアと言う方もいます。一方、反対意見は、費用が大きいんではないかと、違

うものにしたらいいのではないかと、いろんな意見はありますが、最終的に、住民説明会等

踏まえた中で、特別委員会において内容の説明を行い、今後、その方針で進めさせていただ

くということで、議員の皆様からご意見をいただくとともに、次の業務展開に図るというこ

とで、ご理解を得たということで、本日、補正予算を提案させていただいておりますので、

我々とすれば市民には説明を果たしてきていると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（赤澤 厚君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 今、横山委員が言っているように、10人が10人、全員が賛成なんて

ことは絶対、これはあり得ないと思うんです、これだけの事業をするんだから。その中には

１人や２人は反対もあると思います。そんな事情を全部理解して進めるとか、やっていこう

なんて言っても無理な話だと。その辺のところをもうちょっと、横山委員もこの特別委員会

に入っているんだったら、その辺のところももうちょっと理解した中で、この会議へ臨んで

もらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（赤澤 厚君） これは意見としてですね。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 私も正直、何とかしてもらいたいんです。ただ、今言っているように、

いろんな意見がある中で、いろんな意見を今度のアドバイザリー業務委託の中に執行側から

委託先に条件みたいなものが、こういう項目、こういう項目を何とかクリアできるようにい

ろんな意見があるので、よりベターな答えが出るようなふうの業務委託先との事前協議ある

いは提案、そういったものを積極的に取り入れて、委員会の意見も生かせたような形のプラ
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ンニングをアドバイザリー業務に委託してもらいたい。それがお金ばっかりの問題じゃなく

て、そういうことが結局市民の声を反映させるということ、私らは代弁者なんだから、そう

いうふうに基本的に考えてもらえれば、みんなの意見だって、ああ、私が突っ込みたいとこ

ろはここなんだけれども、ここは我慢してもいいんだと、そういうふうな妥協点も出てくる

という話になると思うんで、そこら辺をもう少し、アドバイザリー業務の委託の補正をする

につけては、こういう方法でこういうふうにやるんだというようなことを明確に示してもら

って、それで委員会にかけるべきじゃないかなと、私は思うんですけれども。ということは、

逆に言えば、私らが委員会でそういうところまで討議を、自主的に討議をして要望出すとか

という方法が必要だと思うんだけれども。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 今回の業務については、本来の公設公営とは違いまして、こ

この基本設計が出たからすぐに実施設計に入るというものではありません。初めて、我々も

町もＰＰＰ、ＰＦＩ事業の試みるわけですが、我々も勉強しながら、議会の皆さんにも勉強

していただくために、先日、ＰＰＰ、ＰＦＩの講習会を開かせていただきました。今回行お

うとするアドバイザリー業務というのは、最終的にこのものというのは、民間のノウハウ、

また技術をいただくために提案型で募集するような予定でおります。ただ、提案をいただく

ためには何を提案するのかというのが、要求水準書という中で、要するに市民からいただい

た意見とか、市の要するに立地条件、さまざまなものを、条件を与えるものが要求水準書で

あります。 

  ただ、我々もこの時点で要求水準書をすぐつくれと言っても、取りまとめが難しいものが

あります。一つは今回、ＰＦＩでやる場合については20年間の契約を結ばなければいけな

い。そのときには法務的、または金融的、そういうものをノウハウの持っている方にアドバ

イスをいただきたいということで、まず今年度291万1,000円の予算をお願いして、そこで

今回は要求水準書をどういうふうにつくったらいいのか、今後どういうふうにしたらいいの

かという素案を作成します。翌年度にその素案をもとに、実際的に公募の入札業務となりま

す。最終的に32年度契約合意で法的、金融的にどうかというのも、最終的にチェックして

いただく中で事業化の動きとなるわけですが、まずは、今回の補正をいただく中で、今年度

から話しするものについては実施方針の素案、そのほか特定、要するに業者はどういうこと

を選定したらいいのか、また、その中でどういう水準がいいのかという素案のものを作成し

ていきます。 
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  それについては、もちろんこの特別委員会で内容をお諮りするとともに、ご意見をいただ

きながら、最終的に成果品を作成していきます。翌年度以降に実際的に実施方針の決定、ま

た、要求水準書、公募の要領等、確定していきます。その部分についてまさしく市民の声を

反映させます。その前には、くどいようですが、特別委員会において一つずつ、私たちも初

めての事業でありますので、説明を行いながら、事業の展開を図っていきたいと思いますの

で、よろしくご理解をお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） その他、意見ございますか。 

  小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） 最初に一言発言したいですけれども、ただいま秋山議員からも意見が

あったんですけれども、やはり議会としましては、こういう質疑応答とか調査というのは一

番大切なことですから、それを放棄したような発言はやっぱり理解できませんので、今後慎

んでいただきたいと思います。 

  こうやって、まずいろいろな質疑がありますけれども、一番最初に何か特別委員会で方向

性が決定というか、理解を得たから、もう前へ進みたいということですから、もうそれはこ

ういう事業は全て決定したような発言ですけれども、そういうことでもって進めたいという

ことですか。 

○委員長（赤澤 厚君） 今、課長のほうから、この補正予算の金額について、事業はこうい

う事業をすると、今、詳細な説明があったんですけれども、それでは納得いかないというこ

とか。 

○委員（小浦宗光君） この補正予算の関係で説明がありまして、特別委員会で何か方向性が

決定というか、理解を得たから、こういう予算を持ってきたということですけれども、それ

が今回すぐ、今すぐ、今回しなきゃならないものか、補正でなくて来年度でも、当初予算で

もってできないものかどうか、その辺のご意見を伺いたいですけれども。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） このたびの山梨県緑化センター跡地活用に関する事業につき

ましては、おおむね２年をかけまして、基本コンセプトをフラワーパークアンドミュージア

ムということでご説明を上げて、先日の特別委員会の中で最終的に委員さんの皆様から一言

ずついただいて、事業展開を図るということでご理解していただいたところであると承知し

ております。ついては、市とすれば、これまでの検討してまいりましたフラワーパークアン

ドミュージアムを基本コンセプトとして、今後、本日お願いをしている補正予算をもとに業
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務のほうも展開を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） ちょっと小浦議員、いいですか。ちょっと先ほどの秋山議員の要望

というのか、それに対して何かあったんですけれども、それは私のほうに言ってください。

委員長として、それは適切じゃなければ私のほうから注意しますので。委員さんが考えがあ

って言ったということであって、それに対して私がもし何かあれば、私のほうからそれは取

り消しさせるなり注意はしますので、委員のほうから、それは直接、委員に対して言うこと

は避けていただきたいと思います。 

  小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） 先ほどの発言は、何かほかの方の、ほかの方の委員の発言に対してそ

れを抑えるような感じの発言だったものですから、私はそう思ったからああいう発言が出た

んですけれども。 

○委員長（赤澤 厚君） ちょっと、小浦委員。 

  暫時休憩しますけれども。 

 

休憩 午後 零時００分 

 

再開 午後 零時０１分 

 

○委員長（赤澤 厚君） 小浦委員。 

○委員（小浦宗光君） 前にもちょっと話したことありますけれども、笛吹市では以前に戦国

美術館ということで、三船敏郎の記念館をつくりたいということで事業が始まったんですけ

れども、それが議会のほうでは、それを説明をいろいろ受けた上でもって、これは余りにも

予算がかかり過ぎて、市としてもとても将来のことを考えた場合には財政負担が大き過ぎて、

これは市のためにならないということでもって取りやめになったんですけれども、それを今

回は甲斐市でも同じような事業を始めるということでなっていますけれども、やはり一回は、

例えば、それは賛成の意見が多くても、それは仕方ないことですけれども、また反対意見が

ある程度あるということも私も承知していますけれども、一度は先ほど委員長のほうは採決

はしないと言ったんですけれども、ある程度の段階でも採決をして、きちんと決めて、それ

でやるじゃやる、やらんじゃやらないでもって決めたほうがいいんじゃないですか。そして、

それでもって採決でもってやるということが決まったら、どんどん進める、前へ進めるほか
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ないですけれども、私も例えば反対であっても、それが決まれば、それは仕方ないことです

から、ある程度はそれは今度は内容的な問題をいろいろと審議していかなきゃならないと思

うんですけれども。 

  だから、一応一回はそういう採決をして、そして、この事業は甲斐市の将来にとって本当

にプラスになるいい事業だということだったら、議員さんたちの皆さんが賛成だったら、私

はそれでもって進めたらいいと思うし、それをずるずると既成の事実をつくって、だんだん

進んでいって、こうやって補正予算をつくっていくということだと、何かはっきりしないで

すよね。ですから、どこかの段階でもって、一応、議員の皆さんの賛成か反対かの意見をま

とめた上でもって、進めるのかどうかを決めてもらいたいと思うんですけれども。これは私

の意見ですけれども。 

○委員長（赤澤 厚君） 小浦委員も十分承知はしていると思いますけれども、委員会として

審査はできますけれども、ここで議決権はできません、事業に対して。予算に対してのこと

はできますけれども、我々が事業に対してここでいいのか悪いのかと、それはなかなか難し

い問題があります。やっぱり執行は、事業は執行できますけれども、それについて予算がつ

くと、その予算について、我々が議会の中でそれを議決するかどうかということですので、

ここで皆さん方、決をとるということはちょっと問題があると思います。 

○委員（小浦宗光君） 決をとって、特別委員会をつくっているわけですよ。特別委員会の中

でもって、それを諮って、それで決をとるのが当然のことじゃないですかね。それは特別委

員会だから執行側の説明を聞くだけでもって、どんどん前へ進むだけじゃなくて。 

○委員長（赤澤 厚君） だから、要は…… 

  ちょっと、暫時休憩します。 

 

休憩 午後 零時０４分 

 

再開 午後 零時０６分 

 

○委員長（赤澤 厚君） 会議を再開いたします。 

  そのほか。 

  谷口委員。 

○委員（谷口和男君） 私も２回とも出席させていただいたんですけれども、跡地活用のもち
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ろん進めることについては別に異論はないんですけれども、市民の説明会とか、あの中でい

ろんな反対意見がいっぱい出たんです。それを反映されたかどうかわからない案のもとにア

ドバイザリー業務にかけるんでしたら、やっぱり反対なんです。特に、説明会という言い方

自体が、やっぱりもう決まったのを市民の皆さんに説明しているというような、そういうイ

メージがついちゃうものですから、例えば、横山委員が言っていたような、ワークショップ

とか、ある程度、説明会なり何なり意見を採用した概案というので、一回出していただきた

いんです。補正予算に反対するわけではないですけれども、そういうことをお願いしたいと

思います。 

○委員長（赤澤 厚君） 要望でいいですか。 

  そのほか、意見ございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ございませんか。 

  ないようですので、委員の質疑を終了いたします。 

  続いて、傍聴議員の質疑を許します。 

  傍聴議員の質疑はございますか。ありませんか。 

  金丸寛議員。 

○議員（金丸 寛君） 質疑の経過を聞いていますと、課長のほうからるる説明をしていただ

いて、工程表的なものが、なかなか我々にも理解できないところがありますんで、大まかで

もいいですから、こういう場でこういう順序でやると、言葉だけじゃなくて、そういったも

のをちょっと提示していただけたら理解も進みやすいんじゃないかなと思いますが、いかが

でしょうか。 

○委員長（赤澤 厚君） 今までの経緯は委員会から説明を受けて、先ほど言ったようにいろ

んな意見があるのは事実ですから、その辺は経緯とか経過は説明を受けておりますけれども、

細かく今後の工程を示してほしいということですか。 

○議員（金丸 寛君） 大まかでいいです。 

○委員長（赤澤 厚君） 大まかで。 

○議員（金丸 寛君） この段階で、こういうことをやっていくということができたら…… 

○委員長（赤澤 厚君） 今後の大まかな工程表というのは出せるだろう。 

〔発言する者あり〕 

○委員長（赤澤 厚君） この前、ちょっと文書でつづったものがあって、報告があるんです
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けれども、ちょっと、それ説明させますので、それでいいなら、もし必要だったらば。 

  丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 11月９日の特別委員会の資料の５ページに書いてあるんで

すが、事業化に向けた業務ということで、内容については除かせてもらいますが、「事業化

に向けて、事業者公募に伴う要求水準書等の関係書類の作成や契約内容の検討などを行うが、

書類作成や事業者との契約において、金融、法務、技術など、さまざまな分野における高度

な専門知識が必要となる特殊な内容であるため、それらの支援を受ける事業化支援アドバイ

ザリー業務を委託する」というのが、まず業務の目的です。 

  主な内容といたしましては、募集要項、要求水準書の作成、民間事業者の意向把握、契約

書（案）の検討支援、審査基準、提案書様式等の作成、契約協議に係る契約内容の検討支援

なども業務で行うものであります。 

  スケジュールにつきましては、先ほども説明しましたが、30年度補正予算をいただく中

で、まずはこの要求水準書等を、入札に伴う素案のものをまず30年度に作成いたします。

31年度、32年度で実施方針の決定を行い、事業者公募、事業者決定、契約との手続になる

予定であります。なお、また詳細につきましては、事業執行前に、またご説明に上がりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 金丸議員、よろしいですか。 

○議員（金丸 寛君） はい。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほか、ございますか。 

  内藤議員。 

○議員（内藤久歳君） この事業に関しては、結局、そもそも、この緑化センターの跡地活用

というのは、やっぱり県のその方針に従って、市が取得するという形の中で、どういう活用

をしたらいいかということは、署名活動があったり、いろんな経過を踏まえて進めていると

いうことにつながっていると思うんです。 

  それで、一応、そういうパブリックコメントやったり、市民の意見を聴取する場面はかな

り行政としてもやってきたと、準備することはやったということで、段階的にはその手順を

やっております。ただ、委員の中にはまだ足りないという部分があって、そのことをどうす

るかということなんだけれども、そのことに関して全ての人にどうですかという意見を聞く

ということは、もう経過としてやってきたと思うんです。ここに特別委員会があるので、こ

こにいる委員は、全ての人が住民の代弁者という立場にいるので、ここの場で住民の意見を



－16－ 

聞いて提案されたことに議論をするということで進めていかないと、もとへ戻って、またと

いうことになると全然進まないし、そういう意味で、その特別委員会の委員さんは、私が、

傍聴議員がそういうこと言うのはちょっと行き過ぎかもしれないですけれども、そういう形

の中で議論を進めて、より執行とのやりとりの中で議論を深めていって進めていってもらい

たいなというふうに思っています。 

  これは当然、きょうのこの案件は補正予算だから、今、補正予算に対する説明をしたと、

でもこのまま補正予算の審査だから、それでいいのか、悪いのかという議論もちゃんとして、

そのほかに今、各委員の言われたようなことは、また違った場面で、今さっき、どなたか言

ったように、やっぱり委員長に委員会の開催を要求して、その自分が聞きたい案件を提案を

して、より深めていくような形で持っていかないと、特別委員を設置してもあんまり意味が

ないというふうに思いますので、今後の委員会の進め方としては、より密なやりとりをする

中で、特別委員会を十分活用しながら議論を深めていいものをつくり上げていくということ

で進めていってもらいたいなと。私、傍聴議員で申しわけないです。要望として言っておき

ます。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  そのほかございますか。 

  有泉議員。 

○議員（有泉庸一郎君） 皆さんの意見がいろいろあると思うのは承知しているんですけれど

も、今、課長が説明の中で、アドバイザリー業務も一番最初のときに１年半ぐらいかけてや

るんだと、その中でいろいろな意見も聞いていくんだということだよね。そうなれば、やっ

ぱりそのフラワーパークアンドミュージアムのあれが、もう既成事実みたいなことじゃなく

て、そういう、例えば横山委員が言ったようなこととか、ほかの人の言っている意見もその

中でも考慮して、この緑化センターの事業を進めていくのかと、その辺をよく確認しておき

たいんです。何を言っても、既成事実のこれがあって、これの、このためのアドバイザリー

業務というのが、それを推進するためのアドバイザリー業務であってはならないような気が

するんです。 

  僕も何回も言っているんだけれども、その辺を。よく立ちどまって、立ちどまるぐらいの

ことは別に議会がどうのこうのじゃなくても、行政のほうだって、そういうことというのは、

今、お国のほうでもいろいろ言われているけれども、そういう立ちどまるというやっぱり時
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間を、そういう気持ちがやっぱり大切じゃないか、いろいろの事業をやっていくには。と思

いませんか。代表質問でもさせてもらうんだけれども、今の段階ではそういうこと。今、僕

が言ったようなことはどうなんですか、課長。 

○委員長（赤澤 厚君） 丸山課長。 

○秘書政策課長（丸山英資君） 今回の地元説明会、住民説明会でいろいろな意見を聞きまし

た。極端に言いますと、樹木を残してほしいというのは、もともと市は緑の推進ということ

で残していくという答弁もできております。ただ、一方では、細かい大型バスはどうするの

かとか、実際的の実施設計にかかわるようなご意見もいただいております。まずはそのいた

だいた意見というものを、今回のアドバイザリー業務において、市民からこう意見が出てい

るので、それに反映できるような、まず手続を踏んでほしいという部分と、今後、我々が実

施方針、また要綱とかいろいろつくっていく中で、どの場面で意見を聞くところが必要なの

かというのも含めて、今回のアドバイザリー業務で定めていきたいと思います。 

  ついては、我々とすれば立ちどまるというよりも、いかにこれまでいただいた意見やこれ

まで策定してきた内容をどんな形で進めるのがスムーズにいくのかというのをありますので、

このアドバイザリー業務で方針的なものをいずれ決めていきますので、委員会のほうに、ま

た説明をしてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

○委員長（赤澤 厚君） 有泉議員。 

○議員（有泉庸一郎君） 今、課長が言ったように、先ほど、金丸議員も言ったように、そう

いう、今、そういうことを言うんだったら、きっとアドバイザリー業務、どこがするかわか

らないけれども、そこから意見を聞いたときに、それも委員会でちゃんと投げかけて、そう

いうことを金丸議員は言ったんだと思うんだよ。そういう工程表をつくって、そういうもの

を委員会で示して、いわば協議していく、そういうことでないと、いつになっても大方が大

体賛成したからという、そういうようなあれでは、委員会なんか何回やったって同じような

ことなんで、結論的には。というような気がしますんで、ぜひその辺は守ってやっていただ

きたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（赤澤 厚君） そのほかありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  以上で、議案第65号 平成30年度甲斐市一般会計補正予算（第３号）の質疑を終了いた
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します。 

  これより議案第65号 平成30年度甲斐市一般会計補正予算（第３号）について、討論、

採決を行います。 

  本案について討論ありませんか。 

  討論ありますので、討論を許します。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） 山梨県緑化センター跡地活用に関する補正予算案に対して、反対の立

場から討論いたします。 

  反対の一番の理由は、事業方針決定及びアドバイザリー業務に向けた補正予算は、現時点

において拙速であるからであります。 

  山梨県緑化センター跡地活用については、当局からの説明のとおり、市民アンケートをも

とに山梨県緑化センター跡地を活用した施設及び緑地整備運営事業のＰＦＩ導入可能性調査

を行い、広報「甲斐」９月号に概要を掲載、地元役員への説明会及び住民説明会を行ってお

り、広く周知を図っていることは認識しているところであります。 

  しかし、市へのご意見として２件、住民説明会での大半の出席者が、特にミュージアムの

建設に異を唱える方が多く、当局が説明している理解をしていただいたというのは、当局側

の都合のいい解釈であります。住民説明会で異を唱えていた皆さんは、当局側の説明に一切

納得の理解も示しておりません。６月の定例議会で一般質問、そして前定例会の谷口議員の

関連質問でも私は言いましたが、多くの市民を巻き込んで丁寧に進めていただきたいと要望

いたしました。また、周知という知らせるだけではなく、市民に理解していただく努力を求

めました。それに対し、当局側は十分やってきたと考えているようですが、市民の皆さんの

どれほどの方が、この内容を理解して賛成しているでしょうか。市民への理解度や賛否の調

査もしていない、ましては真の市民ニーズも把握していない現時点で、事業化への方針決定、

アドバイザリー契約に対する補正予算案に対しては、拙速であると考えます。 

  先日、ＰＰＰ、ＰＦＩに関する研修会で、ＰＦＩを進めるに当たり、基本の部分、事業の

前提として、まず、市民にとって真に必要なものなのかを確認しなければならないと、講師

からお話がありました。一番かなめとなる基本計画やコンセプトは一番時間をかけ、市民に

参画していただきながら丁寧に進めていかなければなりなせん。市民の皆さんは当局の示し

た事業案に対して、本当はどのように思っているのか、そして、どのように指定したいのか、

まず、その調査をすることが第一で、その結果を精査し、次の段階に進めていく丁寧さとプ
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ロセスがなければ、市民目線でない、市民をないがしろにした議会と言われてもいたし方あ

りません。 

  以上、本委員会、そして議会全体で議員間討議も含め、議論を重ねていかなければならな

いと考え、私は拙速であるという結論となりました。 

  よって、本補正予算案に対して反対といたし、討論を終わります。 

○委員長（赤澤 厚君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） 討論ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ないようですので、これで討論を終了いたします。 

  これより、本案について採決いたします。 

  本案は起立により採決いたします。 

  お諮りいたします。本案に賛成の方のご起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○委員長（赤澤 厚君） 着席ください。 

  賛成多数。 

  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  なお、委員会報告につきましては、ご一任願います。 

  以上で、議案第65号を終了いたします。 

  これをもちまして、本委員会に付託されました議案の審査は全て終了いたしました。委員

におかれましては、慎重審議ご苦労さまでございました。 

  次に、その他に入ります。 

  委員よりその他、何かありましたらお願いをいたします。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（赤澤 厚君） ありませんか。 

  事務局から何かありますか。 

〔「ないです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（赤澤 厚君） なければ、その他を終わります。 

  以上をもちまして、本日程を全て終了いたしました。 

  これをもちまして、山梨県緑化センター跡地活用特別委員会を閉会といたします。 
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  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 零時２３分 


